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在日ブラジル人児童と日本人児童の安全に関する調査研究

Ⅰ．はじめに

　近年、インターネットの普及や科学技術の進歩、社会

情勢の変化等に伴い、新しい形の犯罪が多発している。

児童がこのような事件の被害者となることも少なくなく、

犯罪から児童を守ることは、学校だけでなく社会全体の

使命となりつつある。児童が安全に生活するためには、

環境整備や政策に加え、安全教育の充実が非常に重要で

あることは言うまでもない。しかし、安全教育、特に防

犯についての教育は、未だ体系化されているとは言えず、

多くの学校や家庭では、手探りで行っているのが現状で

ある。こうした状況を踏まえ、効果的な安全教育プログ

ラムを作成するための様々な取り組みが始まっており、

児童の安全に対する意識や行動についての調査研究の結

要約

在日外国人の滞在年数の長期化・定住化が進む中で、児童に対する効果的な安全教育プログラムの必要性が高まってきている。しかし、

在日外国人児童の安全に関する現状は、十分に把握されていないようである。そこで、検討のための基礎資料を得ることを目的として、

ブラジル人学校児童の安全意識や知識、行動についての質問紙調査を行った。調査は、全国のブラジル教育省認可のブラジル人学校の中

から８校を抽出し、平成22年７月～10月に実施した。調査結果を、日本人児童を対象とした同内容の調査結果と比較することにより、ブ

ラジル人児童の安全に対する傾向を推測した。その結果、ブラジル人児童は、日本人児童に比べて、ＩＴ機器の利用が進んでいること、安

全意識は高いものの日本で教えられている安全知識についての理解が不十分であること、防犯ブザーの配布といった教育施策が取られて

いないこと等が指摘された。学校や家庭の教育内容、自治体や警察の取り組み状況、児童の生活環境等、様々な要因が推測できるが，こ

の結果から、日本人児童向けの教育内容を流用するだけでは不十分であることが明らかとなった。

キーワード：安全教育，ブラジル人学校，質問紙調査、

Abstract

As more foreign nationals are living in Japan for longer periods of time, with many settling down, there is a strong need to implement 

effective safety education programs for their children. Nevertheless, not much seems to be known about the safety of foreign-national 

children in Japan. In order to obtain basic data for analysis, we conducted a questionnaire-based survey about safety awareness, including 

knowledge and behavior of students at Brazilian schools in Japan. We selected eight schools out of the Brazilian Ministry of Education-

certified schools across Japan, and conducted the survey between July and October 2010. By comparing the results with similar surveys 

targeted at Japanese children, we looked at safety trends among Brazilian students. As a result, we found that Brazilian children use IT 

devices more often and have a high level of safety awareness, but lack sufficient safety knowledge like what is taught at Japanese schools. 

It was pointed out that educational policies, such as the distribution of safety buzzers, were not implemented. There may be many reasons 

for this, such as inadequate safety education at school and home, lack of measures taken by local governments and the police, different 

living conditions, etc. Our survey results showed that simply applying safety programs targeted at Japanese children to Brazilian children are 

not sufficient. 
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果を踏まえた新たな提言もなされている1.2)。特に、「地

域安全マップ」に代表される、地域社会との連携プログ

ラムの有効性については、児童の気づきを促し、実践的

な能力を高めることができると評価されている3)。この

ように、児童に対する安全教育が徐々に整備されつつあ

る中で、十分な検討がなされていないのが、在日外国人

児童に対する教育である。在日外国人児童は、日本人と

一緒に小学校に通っている児童や本国の教育課程で運営

される在日外国人学校へ通う児童、その他、家庭の事情

等で不就学となっている児童など様々である。こうした

多様な児童に対して、効果的な安全教育が果たして行わ

れているのだろうか。

　外国人児童に対する安全教育の必要性が高まってきて

いることには、日本人とは違った理由も存在している。

それは、外国人による犯罪の増加である。外国人犯罪は、

従来はヒットアンドアウェイ方式（犯罪を目的に来日し

犯行後に出国すること）が多く見られたが、最近では、

日本に定住している外国人による犯罪が目立ってきてい

る4)。この原因として、近年の経済不況に伴う生活苦の

問題に加え、非行に走りやすい教育環境も指摘されてい

る5)。このような背景のもと、外国人児童が、コミュニ

ティ内で犯罪被害に遭うことを防ぐだけでなく、彼らが

将来加害者とならないよう、中長期的視点に立った安全

教育の検討が求められているのである。しかしながら、

外国人児童に対する教育、とりわけ在日外国人学校で行

われている教育については、本国のカリキュラムで運営

されていることもあり、安全教育に限らず、実態が十分

に把握されているとは言い難い。また、外国人家庭の抱

える問題についても、生活状況や学習状況についての先

行研究は見られるものの6)、家庭内の安全教育について

言及されたものは見当たらない。

　

Ⅱ．研究の背景

　本研究では、在日外国人学校の中から、特に在日ブラ

ジル人学校に注目して調査を行った。この理由は、ブラ

ジル人による犯罪は、少年犯罪の比率が高く、凶悪犯罪

率は日本人の約８倍と報告されていることに加え、日本

における少年犯罪の中で、ブラジル人青少年による犯罪

が、外国籍少年の全保護事件の20％を超えて増加の一途

をたどっているとの指摘があり7)、在日ブラジル人児童

に対する安全教育の検討が急務であると考えたからであ

る。

　1990年に日本の出入国管理法が改正され、３世までの

日系ブラジル人とその家族は無制限に受け入れられるこ

ととなった。その結果、多くの日系ブラジル人が出稼ぎ

目的で来日してきた。当初は、２年程度の短期の出稼ぎ

が中心であったが、最近では、滞在年数の長期化・定住

化が進んでいる8)。家族での来日も増加しており、子ど

もの教育に関する関心も高まってきている。ブラジル人

児童は、日本の義務教育制度が適用されないため、日本

での就学義務はない。日本の小学校では、就学を希望す

るブラジル人児童を受け入れているが、言葉の問題やカ

リキュラムの違い等により学校に馴染めず、結果として

不就学になる場合も多くある。本国と同じカリキュラム

で運営されるブラジル教育省認可のブラジル人学校も全

国に49校（平成23年１月現在）あるが、学費が高く、通

学させることが難しい家庭も多くある。また、そもそも

ブラジル人学校は、将来ブラジルに帰国することを前提

として、本国と同じカリキュラムを採用している。しか

し、熊崎ら(2006)の調査で、将来日本の大学に進学させ

ていと考えているブラジル人学校に通う児童の保護者が、

15.3％いることが明らかとなった9)。しかも、この数値は、

年々増加していく傾向にあるようである。したがって、

本国のカリキュラムに加えて、日本に住むことを前提と

した独自の教育内容の検討が求められつつあるのではな

いだろうか。

　

Ⅲ．研究目的

　本研究は、日本の小学校に通う児童と在日ブラジル人

学校に通う児童の安全意識や知識、行動を比較検討する

ことにより、在日ブラジル人児童の生活習慣や学校や家

庭における教育上の課題を明らかにし、彼らに対する効

果的な教育プログラムを検討するための基礎資料を得る

ことを目的としている。

　安全教育を効果的に実践するためには、知識投下型の

教育だけでは不十分であり、地域や家庭と連携しながら、

自らの気づきを促すような体験型の教育が求められる。

最近では、多くの小学校において、「地域安全マップ学習」

に代表される、新しい安全教育が実践されている。しか

し、在日ブラジル人学校は、自治体や地域との連携につ

いて、日本の公立小学校に比べ遅れていると言わざるを

得ない。筆者(2010)が行った、日本の公立小学校に通う

外国人児童を対象とした調査の結果、在日外国人児童や

保護者は、児童の安全に対して高い関心を持って取り組

んでいるものの、地域連携や学校、家庭における教育に

課題があり、危険な行動を取りやすく、多くの危険遭遇

体験を持っているケースがあることが明らかとなった11)。

日本人児童と同じ学校へ通っている児童においても、こ

のような差が認められるのであれば、在日外国人学校に

おける児童は，非常に大きな課題を抱えているのではな
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いだろうか。

　そこで、在日外国人児童への安全教育のあり方

を検討するための第一歩として、在日ブラジル人

学校に通う児童を対象として、現状の把握を目的

とした調査を実施することとした。 本調査の目的

は、筆者ら(2010)の日本人児童を対象とした同様

の調査結果12)と比較することにより、国籍による

児童の安全意識や行動の違いを把握することにあ

る。しかし、調査対象となった在日ブラジル人児

童の数は、日本人児童数に比べて極端に少なく、

両者の比較から詳細な要因が導き出せるとは考え

ていない。したがって、分析結果は全体の傾向の

把握の理解にとどまるが、効果的な教育方法の検討や教

材作成のための有効な基礎資料となるものと考えている。

Ⅳ．調査方法

　平成22年７月～10月に、ブラジル教育省認可の在日ブ

ラジル人学校（49校　平成23年１月現在）の中から、調

査協力を得られた８校の児童を対象として、安全意識や

知識、行動に関する質問紙調査を実施した。調査対象校

は、静岡県３校、長野県１校、愛知県１校、岐阜県１校、

埼玉県１校、山梨県１校の合計８校であり、それぞれ外

国人が多く居住している地域である。

　実施にあたっては、事前に調査実施マニュアルを担任

教師に配布し、手順を統一した。教師は質問項目を読み

上げ、１問ごとに一斉回答させることとし、分かりにく

い語句については、マニュアルに説明を加え、教師が口

頭で補足説明をするように指示した。調査は、安全知識、

外出時の行動、生活習慣、インターネットやメールの使

用、留守番などに関する35問で構成されている。このう

ち、登下校に関する２問については、ブラジル人学校は

学区がなく、スクールバスや保護者の送迎が中心であり、

日本の小学校と状況が大きく異なるため、分析の対象か

ら外している。なお、調査用紙は全てブラジル人の母国

語であるポルトガル語にて作成した。ポルトガル語の調

査用紙の作成にあたっては、日本語から英語、英語から

ポルトガル語の手順で、日本人翻訳者および２名のポル

トガル語ネイティブスピーカーによる校正を行った。

　有効回答の中から、日本の小学生にあたる６歳～12歳

の生徒のみを今回の分析対象とし、平成21年に日本人児

童を対象として行われた同内容の調査結果１との比較か

ら、在日ブラジル人児童の安全意識や行動における特徴

を明らかにすることとした。なお、今回の分析にあたっ

ては、ブラジル人児童の調査対象者数が少ないこともあ

り、性別や学年による差は対象としていない。また、日

本の小学校に通うブラジル人児童を対象とした同様の調

査結果２との比較から、学校教育の内容等が児童の安全

意識や行動に与える影響について考察する。

　在日ブラジル人学校における調査対象者のうち、無効

回答を除いた内訳は、表１に示すとおりである。なお、

本調査においては、日本の小学校データを「日本人児童」、

在日ブラジル人学校データを「ブラジル人児童」と表記

する。

　データの集計と解析には、統計解析ソフトSPSS 19.0J 

for Windowsを使用した。

Ⅴ．結果

　日本人児童とブラジル人児童の安全意識や知識、行動

を比較するために、33問について、２群間のクロス集計

をし、フィッシャーの正確確率検定を行った。検定の結

果、33問のうち24問で有意な差が認められた。質問項目

ごとの結果は、以下の表２～７に示すとおりである。質

問項目をグループに分け、それぞれにおいて、日本人児

童とブラジル人児童の特徴を検討した。なお、今回の分

析については、サンプル数に大きな偏りがあることから、

国籍の違いを概観することにより、今後の調査に向けた

基礎資料を得ることを目的としている。そのため、有意

項目の要因分析等については行っていない。

　①　ＩＴに関する項目

　パソコンや携帯電話の利用といった　ＩＴに関する５

 

１　日本人児童を対象とした調査は、全国の小学校の中から地域特

性や学校規模を考慮し、教育委員会の推薦等により選定された

51校で実施された

 

２　日本の公立小学校に通う外国人児童を対象とした調査は、静岡

県浜松市において教育委員会の推薦により、外国人児童の割合

が高い２校で実施された

  1  
6 7

 

2  
8

3  
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4  
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5  
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6  
(12 )  

 

 14 9 10 7 6 12 58

 11 9 5 5 4 13 47

 2 1 0 0 1 0 4

 27 19 15 12 11 25 109

 

 1,481 1,354 1,475 1,302 1,513 1,250 8,375

 1,459 1,349 1,527 1,436 1,443 1,373 8,587

 2 1 2 4 4 1 14

 2,942 2,704 3,004 2,742 2,960 2,624 16,976

( ) 

表１．調査対象者の内訳
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問については、表２に示すような結果となった。

５問全てで、日本人児童とブラジル人児童との間

に有意な差が認められた。ブラジル人児童の方が、

携帯電話の所持率が高く、インターネットやメー

ルの利用も進んでいることが明らかとなった。ま

た、73.1％のブラジル人児童が、インターネット

使用の注意点について保護者から教えられており、

家庭教育は十分に行われている様子がうかがえた。

しかしながら、「インターネットを使っていてトラ

ブルに巻き込まれた経験」については、16.5％の

児童がトラブル経験を有しており、日本人児童に

比べて２倍以上となっている。 

　②　家庭に関する項目

　家庭に関する項目については、表３に示すよう

な結果となった。「おうちの人と防犯について話を

する」、「出かける時に行き先を伝える」、「おうち

の人との連絡方法を知っている」の３問で有意な

差が認められた。この３問については、全てブラ

ジル人児童の方が、日本人児童に比べて、高い安

全意識を示している。一方で、「留守番時に電話に

出てこわいと思ったことがある」児童は、日本人

児童よりブラジル人児童に多くいることが明らか

となった。また、「防犯ブザーやホイッスルの所持

率」については、日本人児童の57.3％が所持して

いるのに対し、ブラジル人児童では12.8％にとど

まっている。

　③　防犯知識や行動に関する項目

　防犯知識や行動に関する項目は、表４に示すよ

うな結果となった。「危険を感じた時に逃げ込む場

所（こども110番の家など）を知っている」、「防犯ブザー

の所持の仕方」といった安全に関する知識についての項

目では、日本人児童に比べてブラジル人児童の知識が不

足している様子がうかがえた。安全に関する行動につい

ては、「公園のトイレに一人で行く」、「知らない人の話を

聞いてみる」、「知らない人の誘いについて行く」といっ

た項目で、日本人児童に比べてブラジル人児童が危険な

行動を取っていることが明らかとなった。一方で、「急い

でいる時に、遠くても明るい道を通る」、「留守番時に呼

び鈴に返事をしない」といった項目では、日本人児童に

比べてブラジル人児童が安全な行動を取っていた。

　④　社会ルールに関する項目

　社会ルールに関する項目については、表５に示すよう

な結果となった。この結果、ブラジル人児童の９割近く

が、学校のきまりをきちんと守っていると回答しており、

日本人児童に比べて、きまりを守る意識が高いことが明

らかとなった。

　⑤　放課後の行動に関する項目

　放課後の行動に関する項目については、表６に示すよ

うな結果となった。ほとんどの質問項目で、日本人児童

とブラジル人児童の間に差は認められなかった。「駐車場

で子どもだけで遊んだことがあるか」についてのみ、ブ

ラジル人児童の方が有意に高い結果となった。

　⑥　安全意識に関する項目

　安全意識に関する項目については、表７に示すような

結果となった。ほとんどの質問項目で、日本人児童とブ

ラジル人児童の間に有意な差が認められた。「建物のかげ

や廃屋をのぞいてみたい」、「落書きのある壁やトンネル

は楽しそう」といった好奇心の強さが反映しやすい項目

で、ブラジル人児童が日本人児童に比べて、有意に高い

値を示している。また、「顔を見たことない人が、自分の

名前を呼ぶ時」については、ブラジル人児童の53.2％が、

自分を知っている人だと思うと回答しており、日本人児

童と大きな差が認められた。「悪い人はどんな顔をしてい

    

 

 56.0 74.1 
p<0.01

 44.0 25.9 

 

 87.7 96.3 
p<0.01

 12.3 3.7 

 

 76.6 71.0 
NS

 23.4 29.0 

 

 63.1 77.1 
p<0.01

 36.9 22.9 

 

 61.5 60.4 
NS

 38.5 39.6 

 

 17.0 29.9 
p<0.01

 83.0 70.1 

 

 57.3 12.8 
p<0.01

 42.7 87.2 

(%) 

表３．家庭に関する項目

    

 

 31.7 63.9 
p<0.01

 68.3 36.1 

 

 25.9 40.7 
p<0.01

 74.1 59.3 

 

 19.3 43.9 
p<0.01

 80.7 56.1 

 

 51.1 73.1 
p<0.01

 48.9 26.9 

 

 6.8 16.5 
p<0.01

 93.2 83.5 
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表２．ＩＴに関する項目
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るか」については、ブラジル人児童では、こわい

顔とふつうの顔と回答した児童が同数となり、日

本人児童とは異なる傾向を示している。

Ⅵ．考察

　①　ＩＴについて

　ブラジル人児童は、日本人児童に比べて、ＩＴ機

器の利用が進んでいる。ＩＴ機器の利用については、

学校教育よりも家庭での生活環境の影響が大きい

のではないかと考えられる。ブラジル人家庭は共

働きが多いため13)、ＩＴ機器は両親との連絡手段と

して有効であるだけでなく、本国の情報入手、ま

た連絡手段として考えれば非常に便利なツールで

ある。経済状況が好ましくないにもかかわらず、

ＩＴ機器の利用率が高いことは、ブラジル人家庭に

おけるＩＴ機器の必要性が非常に高いことを示し

ている。しかし、児童が一人でインターネットや

メールを使用することが、犯罪被害や加害の入り

口となる可能性については、村田ら(2009)や奥村

(2010)など多くの先行研究で指摘されている13.14)。

また、筆者ら(2011)は、携帯電話の所持が、危険

行動や危険遭遇率と高い相関を示すことを指摘し

ている15)。こうした危険を回避するために、学校

や家庭での適切な教育・指導が必要であると言わ

れているが、急速に進むＩＴ機器に対して、教育内

容が追い付いていないのが現状であろう。今回の

調査結果において、ブラジル人児童は、日本人児

童に比べてトラブルに巻き込まれた経験を多く

持っていることが明らかとなった。利用率の高さ

が影響している可能性は否めないが、学校や家庭

でのＩＴ教育がどのように行われているのかにつ

いて、詳細に検討する必要性が感じられた。

　②　家庭について

　「出かける時に行き先を伝える」「おうちの人と

の連絡先を知っている」「おうちで防犯について話

をする」といった基本的な項目において、ブラジ

ル人児童（家庭）の安全意識が高いことが示唆さ

れた。一般的に海外諸国では、自分の安全は自分

で守る意識が強く、保護者が児童の安全確保に強

い役割を果たしている17)。学校への保護者の送迎

や様々な防犯ツールの普及は、その一例である。在日ブ

ラジル人児童の安全意識の高さも、こうした考えが影響

しているものと推測できる。

　「留守番時に電話に出てこわいと思ったことがある」

児童は、日本人児童に比べ、ブラジル人児童に多くいる

ことが明らかとなった。「留守番時に電話に出る」児童の

割合に大きな差がないことを考慮すれば、ブラジル人家

庭に児童がこわいと感じる電話が、日本人家庭以上にか

かってきていることを示している。ただし、この結果は、

ブラジル人学校に通学している児童の多くが、日本語の
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表４．防犯知識や行動に関する項目
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表５．社会ルールに関する項目
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表６．放課後の行動に関する項目
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理解が不十分であることが影響している可能性も

否定できない。

　防犯ブザーやホイッスルの所持については、日

本人児童とブラジル人児童に大きな差が認められ

ている。多くの日本の小学校では、入学時に防犯

ブザーやホイッスルを無償配布しているため、高

い所持率となっていることは容易に推測できる。

逆に、ブラジル人児童の所持率の低さは、機器に

対する理解の問題だけでなく、無償配布の対象か

ら外れている自治体が多くあることを示唆してい

る。今回の調査対象校においても、防犯ブザーや

ホイッスルを配布している学校は認められなかっ

た。防犯ブザーやホイッスルの所持は、安全意識

の高さや安全な行動選択と高い相関があることが

指摘されており15)、これらを所持し続けることは、

家庭や児童の安全意識の高さを示す項目と考えることが

できる。ブラジル人児童にとって、携帯電話が防犯ブザー

に代わるツールとなっている可能性もあるが、前述の通

り、携帯電話の所持は危険行動や危険遭遇率との相関が

高く注意が必要である。ブラジル人学校へのヒアリング

では、ブラジル本国では、防犯ブザーやホイッスルは日

本ほど普及していないと回答していた。ブラジルでは、

盗難被害が非常に多いため、防犯ブザーは車両や自宅の

盗難に対して設置するものであるとの認識であった。こ

うした両国の認識差も、所持率に影響を与えている一因

ではないかと考えられる。今後は、両国の文化的背景を

考慮しながら、ブラジル人学校や家庭に対して、防犯ブ

ザーやホイッスルの有効性について啓発してく必要性が

感じられた。

　③　防犯知識や行動について

　ブラジル人児童は、日本人児童に比べて、安全に対す

る知識が不足している様子が示唆された。日本人児童に

広く普及している「いかのおすし３」の様な標語につい

ては、日本語の言葉そのものを覚える必要はなく、内容

を理解していれば十分である。しかし、「こども110番の

家」のような、危険時に逃げ込む場所等、両国の文化的

な違いはあるにせよ、日本で居住している以上、知って

おくべき事項も多くある。相互理解を深め、児童の安全

を、どのように協力し合いながら確保していくのかにつ

いて具体的検討が求められる。ブラジル人学校において

も、日本語で書かれたステッカー等の読解の問題等、安

全教育内容の再点検が必要である。防犯ブザーの所持方

法の理解については、所持率の低さが影響しているもの

と考えられるため、まずは防犯ブザーやホイッスルを所

持させることが先決である。その他、ブラジル人児童の

中に、重大な犯罪につながりやすい声かけ時の対応につ

いて、危険な行動を取る児童が一定数いることが明らか

となった。 濱田(2008)は、ブラジル人児童は、自己の能

力に対して、きわめて強い肯定感を持っていると指摘し

ている16)。危険遭遇時にも、「自分で判断して逃げること

ができる」と考えている児童も多くいるのではないだろ

うか。しかし、児童の連れ去りの手口は、騙し・甘言だ

けでなく、力づくで連れ去るケースも多々ある。最初の

接触を避けることが最も有効な対処方法であることを、

日本人児童以上に理解させることが求められる。

　④　社会ルールについて

　ブラジル人児童は、日本人児童に比べて、きまりを守

る意識が高いことが明らかとなった。安全に関するきま

りを守って生活することは、安全確保の上で非常に有効

である。この結果から、ブラジル人児童に様々な安全に

関するきまりを教えることで、安全に行動できるように

なる可能性が示唆された。

　⑤　放課後の行動について

　放課後の行動については、日本人児童とブラジル人児

童の間に大きな差は認められなかった。外国人の集住地

区では、言語や生活習慣の相違等により日常生活上のト

ラブルが発生しやすくなるとともに外国人が地域の安全

に関する情報を入手し難い状況がみられる。また、この

ような状況下で、外国人が犯罪や事故に巻き込まれるだ

けでなく、国際犯罪組織等が外国人集住コミュニティに

浸透し、外国人が犯罪に手を染める恐れが指摘されてい

る18)。このように外国人コミュニティに危険因子が多く
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NS

 20.2 12.8 

 

 10.6 22.0 
p<0.01

89.4 78.0 

 

 28.0 53.2 
p<0.01
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p<0.01 45.6 40.4 

 28.9 40.4 
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表７．安全意識に関する項目

 

３　「いかのおすし」とは、警視庁が考案した防犯標語であり、

「いか…知らない人についていかない」「の…他人の車にのらな

い」「お…おおごえを出す」「す…すぐ逃げる」「し…何かあっ

たらすぐしらせる」の５つの約束をまとめたものである
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存在していることはよく指摘されているが、今回の調査

結果からは、声かけの経験といった危険遭遇体験につい

ての差は認められていない。濱田(2008)は、ブラジル人

児童の放課後の行動について、友達と遊ぶことが少なく、

家に一人でいることが多いと指摘している16)。こうした

児童の実態を踏まえると、危険遭遇体験が日本人児童と

同レベルであるからといって、問題がないとは言い切れ

ない。駐車場で遊んだことがあるかどうかについては、

日本人児童との間に有意な差が認められた。駐車場で遊

ぶことは、交通事故の危険性が高まるだけでなく、連れ

去りを容易にする場合があることが指摘されており17)、

十分注意を払うように教育していく必要性がある。 

　⑥　安全意識について

　安全意識については、日本人児童とブラジル人児童の

間に多くの差が認められた。ブラジル人児童は、日本人

児童に比べて、「建物のかげやだれも住んでいない住居を

のぞいてみたい」「落書きのある壁や塀、トンネルを見て

楽しそう」と回答する児童が多くみられた。これらの場

所は、犯罪機会論４ では、危険に遭遇する可能性の高い

場所として避けるように指摘している。この結果から、

ブラジル人児童が、こうした犯罪機会論に基づく危険箇

所の理解が不十分である可能性が示唆された。また、連

れ去りの手口の一例として、声かけの際に、名前を事前

に調べて呼ぶことはよく知られている。今回の調査結果

では、ブラジル人児童は日本人児童に比べて、声をかけ

てきた人を知り合いだと思ってしまう傾向があることが

明らかとなった。一方で、悪い人が必ずしもこわい顔を

しているわけではないということについては、日本人児

童よりブラジル人児童の方が理解している。これらの結

果からは、日本人児童とブラジル人児童のどちらの安全

意識が高いのかを判断することは難しく、今後、安全に

関する知識の習得状況と併せて検討していく必要性が感

じられた。

　⑦　日本の公立小学校に通うブラジル人児童との比較

　筆者(2010)は、日本の公立小学校に通うブラジル人児

童を対象とした安全に関する調査の結果、以下のように

児童の特徴を指摘している11)。

・ＩＴ機器の利用率が高い

・安全意識が高い

・防犯ブザー所持率が高い

・安全に関する知識不足（防犯ブザーの所持方法や「こ

ども110番の家」など）

・危険遭遇体験が多い

・危険な行動選択と好奇心が強い

　この結果と、今回の調査結果を比較して、児童の安全

意識や行動が、ブラジル人児童特有のものなのか、学校

教育活動の結果なのかを推測してみたい。公立小学校に

通うブラジル人児童とブラジル人学校に通う児童の結果

を比較すると、多くの項目において似通った結果となっ

ている。この結果から推測すると、「ＩＴ機器の利用率が

高いこと」「高い安全意識を持っているが、必要な安全知

識が不足している点が見られること」「好奇心が強く時に

危険な行動を選択していること」は、ブラジル人児童や

家庭、コミュニティの特徴と言えるのではないか。一方

で、防犯ブザーやホイッスルの所持については、全く異

なる結果となった。日本の公立小学校に通うブラジル人

児童は、日本人児童に比べて、防犯ブザーやホイッスル

の所持率が高かった。しかし、ブラジル人学校の児童に

おける所持率は、日本人児童に比べて大変低くなってい

る。これは、防犯ブザーやホイッスルに対する意識の差

ではなく、学校での教育や施策等の問題であることを示

唆しているのではないだろうか。

　また、両者の家庭の日本滞在に対する意識の差も考慮

すべきである。ブラジル人学校に通う児童の家庭は、近

い将来の帰国を希望し、帰国後の教育のためにブラジル

人学校へ通学させていると考えられる。しかし、現実に

は、帰国がかなわず長期滞在となっている家庭が多くみ

られる。この場合、子どもたちは日本に滞在しているも

のの日本語の理解が不十分であり、将来的に日本での進

学や就職を望んでも叶えられない可能性が高い。イシカ

ワ(2007)は、この様な家庭は、日本の滞在計画がはっき

りとしないため子どもの教育方針に一貫性を欠き、教育

への配慮が疎かになり、場合によっては無関心にさえ

なっていると指摘している22)。こうした家庭環境が、児

童の安全意識や行動に影響を与えていることも検討する

必要があるのではないだろうか。

　２つの調査結果の比較から、同じコミュニティに住ん

でいるブラジル人家庭であっても、学校教育や家庭教育

の影響により、児童の安全行動に差が出ることが推測さ

れた。今後は、ブラジル人児童特有の問題とブラジル人

学校における問題を整理し、必要な教育や教材について

検討することが求められる。

 

 

４　犯罪機会論とは、犯罪者に注目し、犯罪の原因を追及すること

で、今後の犯罪防止を目指す従来からの「犯罪原因論」に対し、

どんなに罪を犯す原因を持っている人であっても、犯罪の機会

がなければ実行できないとし、犯罪の起こりやすい場所を特定

することにより犯罪防止を目指す考え方
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Ⅶ．まとめ

　在日ブラジル人学校児童を対象とした調査の結果、多

くのブラジル人家庭が、児童の安全に対して、関心を持っ

て取り組んでいる様子がうかがえた。しかし一方では、

日本特有の安全に関する知識や取り組みに対する理解、

インターネットや携帯電話といったＩＴ機器に関する教

育については、十分とは言い難い現状も明らかとなった。

その他、防犯ブザーの配布といった、ブラジル人学校に

対する地域や自治体の施策にも課題があることが指摘さ

れた。また、日本への滞在計画に伴う日本語理解の問題

など、ブラジル人学校に通学する児童の家庭特有の問題

が影響を与えている可能性も考えられる。

　最近では、在日ブラジル人児童を対象とした安全教育

の機会を、自治体や警察が設けている例も見られるよう

になってきている。しかし、多くは日本人を対象とした

ものをそのままブラジル人に当てはめているだけであり、

在日ブラジル人児童の現状を理解し、彼らに必要な教育

を提供している例は少ない。日本社会で生活するうえで

欠くことのできない力の習得をブラジル人としてのアイ

デンティティを尊重しながら進めていくことが強く求め

られる。今回の調査結果を参考として、今後、在日ブラ

ジル人児童に対して適切な安全教育が実施されることを

期待したい。
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